
 
 

 

軽微な変更に該当 
（申請者判断）

完了(中間)検査申請 

申請書第3面10欄に変更概要

記載＋軽微な変更説明書又は

計画変更調書(副)を添付する

記載事項変更届を提出

（＋計画変更調書(副)

を添付する） 

 

計画変更調書（正・副）の提出

(提出先：建設事務所又は建築指導課分室）

計画変更確認申請の提出 

NO 

YES 

NO又は不明

YES NO 

 

変更箇所の発生 

YES 

NO 

記載事項変更項目

がある 

NO 

計画変更調書(副)返却 

 

建設事務所と 

相談・調整 

YES

明らかに 
軽微な変更に該当 
（建設事務所判断）

軽微な変更に該当 
（建築指導課分室判断）

変更が関係規定に及ばない 

(軽微な変更にも該当しない) 

YES

NO 

完了(中間)検査申請 

確認済証交付 

（参考）確認申請書の変更に係る事務処理の流れ 


